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はじめに 

 四国電力株式会社伊方原子力発電所１号機は、平成 28 年３月 25 日に四国電力社長から

知事に対し、廃炉とする方針の報告があり、同年５月、電気事業法に基づく手続きを経て、

発電設備としては廃止となった。 

 その後、四国電力は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原

子炉等規制法」という。）に基づき、施設の解体方法や核燃料物質の管理及び譲渡し、核燃

料物質による汚染の除去、廃止措置の工程等を定めた廃止措置計画を取りまとめ、平成 28

年 12 月 26 日に、原子力規制委員会に対し認可申請を行うとともに、愛媛県に対して、伊

方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（以下「安全協定」という。）

に基づく事前協議を行った。 

 愛媛県においては、伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会（以下「原

子力安全専門部会」という。）で、廃止措置計画の内容が、伊方原子力発電所１号機に廃止

措置が安全かつ環境保全上問題なく実施されるものであるかどうか審議した。 

 本報告書は、原子力安全専門部会として確認した結果を取りまとめたものである。 

 

第１ 審議の経過（今後の審議の経過に応じて追記） 

 原子炉等規制法に基づき、平成 28 年 12 月 26 日に四国電力が原子力規制委員会に対し、

伊方原子力発電所１号機の廃止措置計画認可申請書を提出し、同委員会により審査が行わ

れてきた。 

 原子力安全専門部会は、平成 29 年２月７日に、事務局から原子力発電所の廃止措置に係

る規制の概要の説明を受けるとともに、四国電力から廃止措置計画認可申請の概要を聴取

し、審議を開始した。 

 その後、平成 29 年６月 28 日に、原子力規制委員会において、廃止措置計画が認可され

たことを受け、原子力安全専門部会は同年７月 18 日に原子力規制委員会から審査結果を聴

取した。 

  

 

原子力安全専門部会の開催状況一覧 

部会開催日 議題 内容 

平成 29 年２月７日 伊方発電所１号機の廃止措

置計画について 

廃止措置に係る規制の概要

及び申請の概要を聴取 

平成 29 年７月 18 日 伊方発電所１号機の廃止措

置計画について 

廃止措置計画認可申請の審

査結果を聴取 

部会報告書骨子（案）につい

て 
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四国電力は、第２段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間）以降に行う具体的事項につ

いては、第１段階で実施する汚染状況の調査結果や管理区域外の設備の解体撤去経験等を

踏まえ、第２段階開始までに廃止措置計画に反映し、変更の認可を受けるとしている。 

 

２ 廃止措置計画の認可基準 

 廃止措置計画の認可基準は、実用炉規則第 119 条に定められている。 

 【廃止措置計画の認可の基準】 

  ・廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

・核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なも

のであること。 

・廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上適切なものであること。 

 また、廃止措置計画の認可申請書及びその添付書類の記載事項ごとに審査における基準

が、原子力規制委員会が定めた「発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措

置計画の審査基準」（以下「審査基準」という。）に示されている。 

 

第３ 審査基準と申請概要 

１ 解体の対象となる施設及びその解体の方法 

 審査基準では、廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設が示されていること、原

子炉施設の廃止措置期間全体を見通し、段階ごとに講じる措置が示されていること、また、 

各工事の着手要件、完了要件が適切に設定されていること等とされている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：廃止措置対象施設と解体の対象となる施設（平成 29 年２月７日原子力安全専門部会資料１－２） 
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の解体に要す

てられた原子

額自己資金に

容、監督を行

保安管理上重

保安管理体制

る。また、廃

持期間

の解体が完了するま

燃料、若しくは両燃
まで

の処理が完了するま

の処理が完了するま

るまで
は加えて線源となる
るまで）

前まで

１－２） 

いるこ

方法が

する総

子力発

により

行う者

重要な

制を定

廃止措

まで

燃料

まで

まで

る設
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置における、保安の監督を行う者の任命に関する事項及びその職務を明確にし、その者に

各職位の業務を総括的に監督させるとしている。 

また、廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために必要な技術者及び有資格者を

確保していくとともに、廃止措置を行うために必要となる専門知識、技術及び技能を維持、

向上させるため、教育及び訓練の実施計画を立て、それに従い教育及び訓練を実施すると

している。（申請書添付書類八） 

 

11 品質保証計画 

 審査基準では、発電用原子炉施設保安規定において、事業者の代表者をトップマネジメ

ントとする品質保証計画を定めること、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及

び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全

の達成・維持・向上を図ることが明示されていること、品質保証計画のもとで機能を維持

すべき設備及びその他の設備の保守等の廃止措置に係る業務が行われることが明示されて

いることとされている。 

 

四国電力は、廃止措置期間中における品質保証計画については、保安規定において、社

長をトップマネジメントとする品質保証計画を定め、保安規定、原子力発電所品質保証規

程及び原子力発電所品質保証基準等により廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価

及び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安

全の達成・維持・向上を図ることとしており、品質保証活動として、廃止措置における安

全の重要性に応じた管理を実施するとしている。また、品質保証計画の下で機能を維持す

べき設備の保守管理等の廃止措置に係る業務を実施するとしている。（申請書添付書類九） 

 

 

第４ 審議結果 

１ 部会審議で確認した事項 

○ 先行して廃炉が決まっている原発の廃止措置期間が 30 年となっているところ、伊方

１号機では作業員の被ばく低減のため 40 年をかける計画としているが、なぜ 40 年と

しているか原子炉容器等の放射化と放射性物質の付着状況を含めた被ばく量のデータ

を示して根拠ある説明をすべきである。 

 ＜四国電力回答＞ 

  回答を追記 

○ １号機が廃炉になり、燃料を３号機の燃料プールに保存することになる。長期間に

亘って燃料を保存することになるので、全体の貯まり具合を明らかにしてほしい。 

 ＜四国電力回答＞ 

  回答を追記 
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○ １号機から３号機の燃料プールへ使用済燃料の搬出作業を行う際の安全性はどのよ

うに確保されているのか。 

 ＜四国電力回答＞ 

  回答を追記 

○ １号機解体時の地震、台風等自然災害に対して、しっかり安全対策を行って作業を

実施してほしい。 

 ＜四国電力回答＞ 

  回答を追記 

○ 解体に伴って出てくる低レベル放射性廃棄物の処分は、どこでどのように行うのか。 

＜四国電力回答＞ 

   回答を追記 

 

２ 審議結果 

 部会での審議結果のまとめを記載 


